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委員名簿

50音順

所属　・　役職等

1 静岡市民生委員児童委員協議会　常任理事 石田　孝司

2 八幡山地域包括支援センター　　　センター⾧ 内田　満

3 静岡県司法書士会　　　会員 海野　知子

4 日本総合研究所　調査部　副主任研究員 岡元　真希子

5 静岡市社会福祉協議会　地域福祉推進課　課⾧ 北島　啓詞

6 終活支援優良事業者（社会福祉法人まごころ）副施設⾧ 田中　努

7 静岡県弁護士会　　　会員 坪川　武史

8 静岡県立大学　経営情報学部　教授 藤本　健太郎

令和６年度　静岡市終活支援研究会

氏 名（敬称略）



終活支援事業（高齢者の終活支援の実施）

●超高齢化（R4年30.7%）

●多死社会（H26年7,411人 R3年8,439人）

●独居高齢者世帯、高齢世帯の割合の増加（R2年25.7％ R12年推計27.8％）

●認知症高齢者の増加（H26年20,688 R3年26,513人 R4年26,652人）

●生涯未婚率の増加（男性：H27年25.0％ R2年27.2％）（女性：H27年15.4％ R2年17.6％）

●権利擁護に関する相談件数の増加。（全包括）

・権利擁護・成年後見制度に関すること：

（H29年度1,571件 R1年度2,089件 R3年度3,081件 R5年度4,535件）

・権利擁護に関する支援困難事例：

（H29年度1,326件 R1年度2,592件 R3年度3,544件 R5年度2,926件）

●成年後見制度利用支援事業のうち、市長申立数の増加。（福祉総務課）

（H29年度31件 R1年度48件 R3年度59件 R5年度67件）

●入院・入所施設から身元に関する問い合わせの増加。（３区高齢介護課）

●「遠くにいる娘や、甥、姪に迷惑をかけたくない。」と話すが、終活に関する業者の利用

を拒否する。（ケアマネジャーと成年後見人）

●入院・入所の手続が出来ないことについて、職員の緊急かつ困難事例の増加。（28包括）

（１）「終活」の知識・取組方法について周知し、理解とその実践を促す。

（２）安心して利用できる事業者を、市が認証する。

３ 解決策

（２）静岡市終活支援優良事業者認証事業（１）エンディングノートの作成

●高齢者が終活に関する必要な情報を持っていない。また、相談先を知らない。（全包括）

●終活支援に関する業務を行う事業者へ相談するタイミングが遅く、困難事例になりやすい。（終活支援

に関する業務を行う事業者）

●死後の各種手続きは家族の役割であるため、「終活」をされていない高齢者等の残された家族は、負

担がかかる。（お悔やみ窓口）

２ 市民が「終活」を行うにあたっての課題

●入会金、預託金を事業者に預けることが不安。（市民）

●信頼できる具体的な事業者を紹介してもらいたい。（市民）

●市からのお墨付きが欲しい。（終活支援に関する業務を行う事業者）

（１）「終活」の知識・理解や実践が進んでいない
（２）終活支援に関する業務を行う事業者に対し、不安・

不信感がある

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けていくためには、家族がいないことはもとより、家族がいても全ての高齢者が、本人の判断能力があるときに、病気や介護、終

末期医療、死後の葬儀や支払い等への対応について予め準備しておくこと（「終活」）が必要。

また、身寄りのない人や、本人や家族だけでの対応に不安を感じる人が、専門的な知識・スキルを持つ民間事業者等を利用して準備を行うことが有効であり、本市は、その民間事業者等

を活用して終活支援を進めていく。

（１）市の背景

１ 「終活」支援の必要性について

（２）周死期をめぐる問題

高齢者等において、自分で医療上の判断が出来ない時の治療の判断、手術の承諾、終末期の延命治療の判断、入居の際の保証人、死後の葬儀、支払い、届出等については、
従前は主にその家族が担ってきた。しかし、今や、独居高齢者世帯の増加、生涯未婚率の上昇等により、家族頼みの対応は困難なケースが多くなっており、今後ますます深刻
化することが見込まれる。
また、家族がいても、周死期に関する本人の希望を家族で共有できていないため、終末期の延命治療等の意思や財産の状況（負債も含める）が把握できない等の問題が生じ

ている。

「終活」について、市民の知識・理解が不十分。必要性を感じていてもどう取り組んで良いのかわからない。
また、家族等がいない方は、事業者等を活用することについて、不安や不信感を持つ人がいる。

※
※周死期：死の前後の期間を包括的連続的に捉えた概念。

資料１



市民 市役所 終活支援優良事業者（３年間）

⑤終活支援優
良事業者を
市民へ周知

①市は、終活支援に関する業務（生前事務サービス、死後事務サービス）を行い、市から優良として認証を受けたい事業者を募
集する。

②事業者は、市に応募する。
③市は、申請に基づいて書類審査、訪問審査を行い、認証の妥当性については「静岡市終活支援優良事業者認証基準策定委員会」
で策定された認証基準に基づき、庁内組織で審査する。（必要に応じて有識者から意見聴取）

④市は、審査の結果、優良と判断した事業者を「静岡市終活支援優良事業者」（以下「終活支援優良事業者」という。）
として認証し（認証期間は３年間）、通知する。

⑤市は、市民へ終活支援優良事業者を周知する。

生前事務サービス

死後事務サービス

②応募

①募集

④認証
③審査

＜事業概要＞
終活支援（生前事務サービス、死後事務サービス）に関
する業務を行い、終活支援優良事業者として認証を受けた
い事業者に対して、市が審査し、認証する。

※静岡市終活支援優良事業者認証事業における「終活支援事業者」とは、以下の終活支
援を提供する事業者をいう。

・「生前事務サービス」：生前事務委任契約にて行う、日常生活のサポート（買物支援、福
祉サービスの利用や行政手続等の援助、日常的金銭管理等）、安否確認、緊急時の親族
への連絡、病院・福祉施設等への入院・入所時の身元（連帯）保証、賃貸住宅入居時
の身元（連帯）保証等をいう。

・「死後事務サービス」：死後事務委任契約にて行う、病院・福祉施設等の費用の清算代行、
遺体の確認・引取り指示、居室の原状回復、残存家財・遺品の処分、ライフラインの停
止手続、葬儀支援等をいう。

静岡市終活支援優良事業者認証事業について
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＜審査項目＞
認証の対象となる事業者は、次の（１）（２）のいずれにも該当する事業者で、第１～第３の認証基準を満たすものとする。

（１）終活の支援を目的として行う、生前事務サービス及び死後事務サービスを行うもので、申請日まで引き続き１年以上そのサービス提
供を行い、12か月分の決算が確定しているもの

（２）静岡市内に本店、支店又は営業所等を有する法人であるもの
第１ 組織運営：事業者の事業運営の健全性及び継続性の確保に係る項目

理念と基本方針、関連法令の遵守、個人情報の管理、事業の健全性、反社会的勢力の排除に関する規程、寄附、遺贈・死
因贈与契約の取扱い等

第２ 契約の締結・履行：契約時の丁寧な説明や適切な手順の確保、判断能力が不十分になったときの取扱い、中途解約に係る項目
契約前にサービス利用者検討者の意向を反映できる仕組み、重要事項説明書の作成と契約時の丁寧な説明、成年後見制度
の利用支援、契約履行の担保、中途解約の取扱い等

第３ サービスの管理：それぞれのサービスの適正な提供及びサービスの質の確保に係る項目
満足度の把握・分析評価、サービスの管理、苦情・相談に関する仕組み、教育・研修、利用者の物品及び金銭を管理する
場合の仕組み、預託金の適切な管理、預託金清算後の返金手続に関する仕組み等

＜審議体制＞
１ 認証基準の作成について

優良事業者の認証基準の作成については、新規附属機関「静岡市終活支援優良事業者
認証基準策定委員会」（１年未満のため規則で設置）を設置し、（右記【参考】
参照）、実施した。
２ 認証に関する審査について

優良事業者の認証に関する審査ついては、事務局である市で書類審査、訪問審査を
行い、認証の妥当性については、「静岡市終活支援優良事業者認証基準策定委員会」
で策定された認証基準に基づき、庁内組織で審査する。（必要に応じて有識者から意
見聴取）（受付は随時。ただし、審査は概ね２か月単位で行う）

静岡市終活支援優良事業者認証事業について
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「静岡市終活支援優良事業者認証基準策定委員会」名簿【参考】

委員 静岡県弁護士会

委員 静岡県司法書士会

委員 静岡県公認会計士会

委員 全国消費生活相談員協会

委員 地域包括支援センター

所　属

＜静岡市終活支援優良事業者＞
・「社会福祉法人 まごころ」（静岡市駿河区弥生町４-26） 令和６年３月19日認証

※令和５年度のみ設置

＜認証後のフォローアップ＞
（１）認証を受けた日以降、毎年度、終活支援優良事業者活動状況報告書を提出していただくとともに、基準に適合しているか書類又

は電話、訪問で確認を行う。
（２）上記（１）の他、事業者の職員、利用者等からの通報等により、認証基準に適合していないと疑うに足りる事由がある事業者に

ついては、必要に応じて、事業者へその内容が認証基準に適合していることを書類又は電話、訪問で確認を行う。









第一段階～知る～

①医師会員や各団体の専門職及び終活支援優良事業者へエン
ディングノートを配布し、終活（ACPを含む）の取組に
ついて意識づけを図る

②報道等によるエンディングノートの紹介、医師・専門職及
び終活支援優良事業者からエンディングノートを手渡され
ることを通して、市民が終活（ACPを含む）について知
る機会を提供する

③民生委員へエンディングノートを配布し、終活（ACPを
含む）について知る機会を提供する

終活（ACPを含む）の理解促進について

1

市民（主に65歳以上の高
齢者）

専門職

静岡市

医師（かか
りつけ医）

民生委員

①

②

①

②

②

③

エンディングノートの配布状況

資料４

終活支援
優良事業者

①

②



第二段階～やってみる～

終活（ACPを含む）の理解促進について

2

市民（主に65歳
以上の高齢者）

専門職

静岡市

医師（か
かりつけ
医）

民生委員

①

③

①

②

②

③

①医師や専門職が研修等により、エンディングノートを
通じた終活（ACPを含む）の取組やノウハウを共有する
②市民が、医師や専門職及び終活支援優良事業者と共に
終活の取組を進める

③市民や民生委員及び終活支援優良事業者へ終活（ACP
を含む）の取組を促す講座等を行う

第三段階～広める・深める～

市民（主に65歳以上の
高齢者）

R6年度以
前の在宅
医療・介
護出前座
講師

静岡市 ACPを実
践してい
る医師・
専門職

民生委員

②

⑤

①

③
③

④

①終活（ACPを含む）を実践している医師や専門職に在
宅医療・介護出前講座（以下、講座）の講師を依頼

②R6年度以前の講座講師へ終活（ACPを含む）実践事例
等のノウハウを共有

③講座を通して市民へ終活（ACPを含む）の普及啓発を
実施する

④民生委員へ終活（ACPを含む）の好事例を紹介する
⑤民生委員から市民（特に独居高齢者等）へ、必要に応じ
て、終活（ACPを含む）の取組を紹介してもらう

終活支援
優良事業者

③

②

終活支援
優良事業者



十分な資力のない方への終活支援について

１ 既存の制度・施策の整理（死後の対応）

資料５

①高齢期の課題

資力が低い 「生活保護」の受給

② 火葬・埋葬・葬儀・納骨に関する支援
（イメージ）

出典：身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書（令和６年３月株式会社日本総合研究所）
1



十分な資力のない方への終活支援について

２ 他政令指定都市の実施状況

①市が社会福祉協議会へ委託を出して実施
京都市、名古屋市、川崎市

②市が社会福祉協議会へ補助金を出している
福岡市

③社会福祉協議会が単独で実施
政令指定都市はなし

④市が実施
政令指定都市はなし

地域包括支援センターのからの声
・認証事業開始後より相談件数の増加（６センター）
・「十分な資力のない方は、事業者を利用できない。」

３ 静岡市の現状

2



十分な資力のない方への終活支援について

４ 国のモデル事業（R6、R7）

実施自治体
福岡市（R6.4～）
京都市（R6.4～）
川崎市（R6.4～）
枚方市（R6.10 ～予定）
神奈川県松田町

（R7.1～予定）

3



十分な資力のない方への終活支援について

５ 国モデル事業の実施状況

（１）事業対象者
①福岡市内に居住する70歳以上の方※同居者がいる場合、全て70
歳以上の親族であること

②明確な契約能力を有する方
③原則として子がいない方
④生活保護を受給していない方

（２）費用
・入会金：15,000円（税込）
・年会費：10,000円（税込み）
・預託金：葬儀・納骨時費用・公共料金等の支払い：500,000円～
・残置家財処分：業者見積額

（３）定期連絡・訪問
福岡市社会福祉協議会の職員が、定期的な連絡や訪問
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（１）事業対象者
①京都市内在住、②６５歳以上、③ひとり暮らし
④契約能力がある※日常生活自立支援事業や成年後見制
度の利用者は対象外

⑤子どもや頼れる親族がいない
⑥低所得者
（市民税非課税・不動産非所有・預貯金240万円以下）
⑦賃貸住宅（公営住宅を含む）入居者
⑧生活保護を受給していない
⑨契約時、預託金を一括して預けることができる
⑩契約後、京都市社会福祉協議会職員に
よる安否確認（電話や訪問）を受ける
ことができる

（２）預託金
・葬儀・納骨費用：25万円
・残置物処分費用：見積額による

（１）事業対象者
①川崎市内在住で原則 65歳以上であること。 ②葬儀や埋葬を行える親族がいないこと。 ③生活保護を受けていないこと。
④葬儀・埋葬に必要な預託金を納められること。 ⑤入会金、年会費、事務管理費を納められること。
⑥公正証書遺言により遺言執行者を指定できること。（作成を支援する弁護士や司法書士を紹介。公正証書遺言の作成には費用が必要。）
⑦親族間の相続等について紛争がないこと。 ⑧契約能力があること。

（２）費用
・入会金：20,000円（介護保険料段階が第 3 段階以下の方は 10,000 円）
・年会費：9,600円（年度途中に加入の場合は月割計算。800 円／月）
・預託金：500,000円以上必要
・その他別途有償で提供するサービス有


